
（案２）

令和元年度 入札監視委員会議事概要

沖縄防衛局

開催日及び場所 令和元年１０月２１日（月）於：那覇防衛事務所 ５Ｆ会議室

委 員 矢吹 哲哉(委員長：琉球大学名誉教授)

堤 純一郎(琉球大学工学部教授)

原田 泰人(公認会計士)

古堅 豊 (弁護士)

山城 勝 (沖縄県経営者協会常務理事）

Ⅱ 契約実施機関が締結する契約（地方防衛局等が発注する建設工事等を除く。）に関する審議

再苦情処理（再説明請求回答）

再苦情申立件数
（再説明請求件数） 総件数 １件 （備考）

一 般 競 争 １件

指 名 競 争 ０件

随 意 契 約 ０件

申立日 件 名 契約方式 内容等

令和元年 シュワブ（Ｒ元） 一般競争 ・技術提案に対する評価点数が

再苦情申立概要 9月 19日 海上警備業務 （総合評 低いこと。

（再説明請求概要） 価落札方 ・当該評価となった理由に関

式） し、沖縄防衛局が当該評価及び

審査結果に係る情報を示すこと

が特定の１社に有利に働く可能

性があり、公正な入札の執行に

支障を及ぼしかねないことから

示すことは困難としているこ

と。

これらに対し、不服として苦

情の申し立てがあったもの。



意 見 ・ 質 問 回 答

委員からの 【評価項目「(a)企業の実績
意見・質問 及び能力」及び「(b)配置予

定管理技術者の経験及び能

それに対す 力」の評価について】

る回答等

申立者の業務実績の地域 再苦情申し立て者（以下、「申立人」と

業務実績が０点となってい いう。）からの技術提案及びヒアリングに

る理由如何。 より、評価項目における評価の着目点に対

また、申立者は陸上警備 する判断基準に沿って評価の配点を決定し

で実績があることを述べて たところである。

いるが、陸上警備の実績を

評価できない理由如何。

参加資格要件として企業 平成１６年度以降の実績を有効としてい

に求める実績は、何年遡っ る。

たところまで有効とするの

か？

【評価項目「(c)業務の実施
方針・実施フロー・警備計

画・その他」及び「(d)評価
テーマに対する技術提案」

の評価について】

技術提案の評価が低いと 申立人からの技術提案及びヒアリングに

の申立てについての見解如 より、評価項目における評価の着目点に対

何。 する判断基準に沿って評価の配点を決定し

たところである。

具体的には、普天間飛行場代替施設建設

事業に係る環境影響評価書の記載内容など

から、適切に評価したところである。

【履行確実性度に関する、

履行確実性の審査・評価の

ための追加資料等の評価に

ついて】

履行確実性はどのように 履行確実性度の４項目の評価について

評価を行っているのか、審 は、申立人からの提出を受けた資料及びヒ

査員の合意で決定されるの アリングにより、審査の目安に沿って履行

か。 確実性度を決定したところである。

また、履行確実性度を採 具体的には、申立人から提出された追加

用した目的如何。 資料及びヒアリング結果を基に、審査の目

安である「ア 業務内容に対応した費用が



計上されているか」、「イ 海上警備責任者

に適正な報酬が支払われることになってい

るか」、「ウ 業務実施体制が確保されてい

るか」、「エ 再委託先への支払は適切か」

について判断しているが、このうち３項目

において、現実的で計数的根拠があること

を確認できるとは言い難いことから、審査

の目安に基づき、履行確実性度を０．２５

としている。

なお、履行確実性の審査については、技

術業務において広く採用しており、低入札

があった場合に適正な履行がされないおそ

れがあることから確実な履行の確保を厳格

に評価するために行っているものである。

【その他】

当該評価及び審査結果に 申立人からの技術提案を含む資料の中に

係る情報を全て示すことが は、法人に関する情報、国の内部における

困難としている理由如何。 審議に関する情報、及び契約事務に関して

当事者として地位を不当に害するおそれの

ある情報など、行政機関の保有する情報の

公開に関する法律（平成１１年法律第４２

号）に基づく不開示情報が含まれているこ

とから、評価の着目点の判断基準毎の点数

や評価者毎の内訳等については、当該情報

を示すことにより、評価手法等の詳細な情

報を明らかにすることにつながり、技術提

案の作成に当たって特定の１社に有利に働

く可能性があるとともに、当局における公

正な入札の執行に支障を来すおそれがある

ことから、示すことは困難である。

このことは「シュワブ（Ｒ元）海上警備

業務に係る非落札理由の説明について（回

答）」においても述べているところである。

委員会による

意見の具申又 特になし。

は勧告の内容










